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４
月
か
ら
保
険
証
が
カ
ー
ド
型
に
変
わ
り
ま
す

　
　
　

 　
　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

１
人
１
枚
の
カ
ー
ド
型
に

　
こ
れ
ま
で
各
世
帯
ご
と
に
交

付
し
て
い
ま
し
た
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
が
、
４
月
か
ら

１
人
１
枚
の
カ
ー
ド
型
と
な
り

ま
す
。
ご
家
族
で
同
じ
日
に
違

う
医
療
機
関
へ
行
く
場
合
な
ど

も
１
人
ず
つ
保
険
証
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
、
今
ま
で
よ
り

使
い
や
す
く
な
り
ま
す
。
な
お
、

保
険
証
の
色
は
一
般
用
が
藤

色
、
退
職
用
は
ク
リ
ー
ム

色
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

内
容
の
確
認
を

　

新
し
い
カ
ー
ド
型
保
険

証
が
郵
送
で
届
き
ま
し
た

ら
、
記
載
内
容
に
誤
り
が

な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

万
が
一
、
誤
り
等
が
あ
り
ま

し
た
ら
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

有
効
期
限
は
９
月
末

　

新
し
い
保
険
証
の
有
効

期
限
は
、
平
成
20
年
９
月

30
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
４
月
以
降
に
75

歳
に
達
す
る
方
、
退
職
国
保

資
格
で
65
歳
に
達
す
る
方
な
ど

は
、
有
効
期
限
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。

使
用
す
る
際
は
…

　

送
付
用
の
台
紙
か
ら
は
が

し
、
カ
ー
ド
型
保
険
証
を
医
療

機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
受
給
者
証
や
福
祉
医

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
保
険
証
に
受
給
者
証
を
添

え
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

古
い
保
険
証
は
破
棄
を

　

古
い
保
険
証
は
、
間
違
い
を

避
け
る
た
め
必
ず
ご
自
分
で
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
受
給
者
証
（
緑
色
）、

介
護
保
険
証
（
肌
色
）、
福
祉

医
療
受
給
者
証
（
薄
緑
色
）
な

ど
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

☜ 新しいカード型保険証
（イメージ）

新しいカード型保険証は、
3 月21日以降に国保加入
世帯に郵送します。

お
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
市
民
課
国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
１

　
内
線 

１
５
３
、１
５
４

国民健康保険被保険者証 有効

期限 平成20年９月30日

記号

氏名

いいやま 番号 1110

飯山　太郎
生 年 月 日 昭和３２年　２月　７日
資格取得日 昭和５３年　８月 １９日

交付年月日 平成２０年　４月　１日
主住所

長野県飯山市大字飯山１１１０番地１　（福寿町）

性別 男

世帯主 飯山　太郎

保 険 者 番 号 2 0 0 1 3 9
長野県飯山市大字飯山１１１０番地１

電話　（0269）62 － 3111（代表）

保険者名
飯山市

イイヤマ　タロウ

（原寸大）

　

４
月
よ
り
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
さ
れ
る
方
に
、

新
しい
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

有
効
期
限
は
平
成
21
年
７

月
31
日
ま
で
の
１
年
４
ヶ
月

間
で
、
保
険
証
の
サ
イ
ズ
は

カ
ー
ド
型
、
色
は
オ
レ
ン
ジ
色

で
す
。

　

ま
た
、
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
青

色
）お
よ
び
特
定
疾
病
療
養
受

給
者
証（
う
ぐ
い
す
色
）
も
併

せ
て
お
送
り
し
ま
す（
３
月
ま

で
に
老
人
医
療
で
申
請
済
み
の

方
の
み
）。
サ
イ
ズ
は
こ
れ
ま

で
の
受
給
者
証
と
同
じ
で
す
。

　

保
険
証
の
発
送
は
３
月
18

日
以
降
と
な
り
ま
す
。
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
保
険
証

な
ど
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
な

い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
・
老

人
医
療
受
給
者
証
・
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

お
よ
び
特
定
疾
病
療
養
受
給
者

証
は
３
月
末
で
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
市
民
課 

国
保
年
金
係

☎
�
３
１
１
１

　
内
線 

１
５
３
、１
５
４

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

４
月
か
ら
始
ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 平成21年 7月31日

氏 名 飯山　秋子

生 年 月 日 大正１０年 １０月　１日

資格取得年月日 平成２０年　４月 　１日

発 行 期 日

住 所 長野県飯山市大字飯山１１１０番地１　

性別 女

3 9 2 0 2 1 3 0

長野県後期高齢者医療広域連合

被 保 険 者 番 号 0 1 2 3 4 5 6 7

平成２０年　４月 　１日

平成２０年　４月 　１日交 付 年 月 日

一部負担金の割合 １割

長野県後
期高齢者
医療広域
連合之印

保 険 者 名

保 険 者 番 号

　今年４月より新たに始まる、高齢
者のための独立した医療制度。75 歳
以上（一定の障害のある方は 65 歳
以上）の方が対象で、対象となる方
は現在加入の「国民健康保険」や「社
会保険」などを抜けて、後期高齢者
医療制度に新たに加入していただく
ことになります。

後期高齢者医療制度とは？

在宅福祉サービス
利用申請手続きを

平成 20 年度分

　市では現在、各種在宅福祉サービスを実施しています。
　それぞれのサービスは市が交付した利用券により利用
していただいていますが、利用できるのは 3 月末までで
す。引き続きサービスの利用を希望される方は、4 月に
入ってから申請の手続きが必要です。介護保険被保険
者証（各障害の手帳）と印かんをご持参ください。

サービス名 内　容 対象者・税区分

本
人
の
生
活
支
援

訪問理・美容サービス券
◇自宅に理・美容師さんに来ても
らう出張料分
◇ 1000 円の利用券を年 4 枚以内

65 歳以上で要介護 3・4・5 の理容院・美容院に出向
くことが困難な高齢者のみの世帯、またはこれに準ず
る世帯

寝具クリーニング
サービス券

掛け・敷き布団をクリーニングに
出す際に使える 2000 円の利用券
を 4 枚以内

65 歳以上で要介護 3・4・5 の寝具の衛生管理等が困
難な高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯

タクシー乗車券

◇通院等にタクシーを利用する場
合の乗車券
◇利用料金の 2 分の1を助成

（1000 円を超える場合 1000 円を
限度）
◇年間 24 枚以内（申請月により
異なります）
◇ 1回の乗車につき1枚の利用

市・県民税非課税世帯で、次の①～④に該当する方
①身体障害者手帳の障害が、視覚、下肢、体幹、心臓、
じん臓、呼吸器にあり、障害の程度が 1級、2 級の方
②療育手帳の障害の程度が A1、A2 の方
③精神障害者保健福祉手帳の障害等級が 1級の方
④介護保険の要介護 3・4・5 の方

介
護
す
る
家
族
を
支
援

6200円の
紙おむつ等購入券

◇紙おむつ利用者のいる家族に紙
おむつ等購入利用券を交付。

（ただし、同居家族全員の課税状
況により交付できない場合があり
ます）

65 歳以上で要介護 4・5 の方の属する市民税非課
税世帯

3600円の
紙おむつ等購入券

65 歳以上で要介護 2・3 の方の属する市民税非課
税世帯

■お問い合わせ先
　市役所保健福祉課 高齢者福祉係 
 　☎６２－３１１１　内線１８1
※タクシー乗車券は保健福祉課社会福祉係（内線１８9）
で受け付けます。

市
福
祉
医
療
費
特
別
給
付
金
受
給
者
証
更
新
の
お
知
ら
せ

４
月
か
ら
乳
幼
児
の
対
象
を
小
学
４
年
生
ま
で
に
拡
大

更
新
手
続
き
が
必
要
な
方

　
現
在
小
学
３
年
生
お
よ
び
４

月
か
ら
小
学
１
年
生
に
な
る
お

子
さ
ん
で
、
受
給
者
証
の
左
上

に
「
児
」
と
記
さ
れ
て
い
る
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
切

替
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
左
記
の
い
ず
れ
か
の
日

に
必
要
書
類
を
お
持
ち
に
な
り

市
役
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
書
類

①
現
在
使
用
中
の
福
祉
医
療
費

受
給
者
証　

②
お
子
さ
ん
の
保
険
証　

③
印
鑑
・
振
込
口
座
の
わ
か
る

も
の

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
保
健
福
祉
課 

社
会
福

祉
係　
☎
�
３
１
１
１　
内
線

１
８
９

　
飯
山
市
福
祉
医
療
特
別
給
付
金
と
は
、
乳
幼
児
・
母
子
家
庭
・

障
害
の
あ
る
方
な
ど
が
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
り
、
薬
局
で

調
剤
を
受
け
た
場
合
な
ど
に
、
窓
口
で
支
払
っ
た
自
己
負
担
金
を

給
付
金
の
形
で
お
返
し
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
を
軽
減
し
、

健
康
増
進
や
健
全
育
成
を
図
る
も
の
で
す
。

　
今
年
４
月
か
ら
は
乳
幼
児
の
対
象
を
小
学
４
年
生
ま
で
に
拡
大

し
、
更
な
る
子
育
て
支
援
を
行
い
ま
す
。

児左
上
に 

児 

と
記
さ
れ
た
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
対
象
年
齢
の
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

受 付 日　３月25日（火）、４月４日（金）
受付時間　午後 1時～５時
会　　場　第３委員会室（４階）　

受 付 日　３月30 日（日）、４月6日（日）
受付時間　午前８時 30 分～12 時
会　　場　保健福祉課 社会福祉係窓口
　　　　　（１階）

 「平日」の受付日時

 「休日」の受付日時


